
別添４ 
 

平成１６年（行ケ）第２９０号 審決取消請求事件（抜粋） 

口頭弁論終結日 平成１７年３月１４日 

 

第５ 当裁判所の判断 

１ 【法１２６条３項，３６条４項の解釈適用の誤り】について 

  審決の 

 「先ず初めにいえることは、本件特許発明において如何なる平均粒径が選定

されているのか及び平均粒径が選定されるべきか何処にも記載がない上、粒度

分布として如何なる分布基準が発明を適切に表現できるかについて何ら記載さ

れていないのであり、代表径の選び方についても何ら記載がないのであるから、

本件特許発明が特定できていないことは明かであるということである。」（４頁），

「先ず言えることは、球状粒子に特定したからといって、粒子の直径自体を意

味しているものではないということである。 

  願書に添付した明細書及び図面では、元々、粒子の材料、粒子の形状など

について、特に特定するところがなく、球状粒子に限るものではなかったもの

であり、また、球状だからといって微細粒子の外形形状が真球を意味するもの

ではなく、球に近い形状をしているといにすぎず、しかも、願書に添付した明

細書及び図面には、球状という記載のみで球状粒子が真球であるとか、あるい

は球状粒子の真球度について何ら記載するところもないことなどを参酌するな

ら、「球状」とは、一般常識で意味するところを離れ、真球という意味で用いら

れているとすることは根拠がないことである。してみると、球状粒子とはいっ

ても、真球ではない以上、球に近似した代表径であり、近似した直径であるに

すぎず、球状粒子の直径自体を意味しているとはいえない。なお、球状粒子の

場合には、測定される粒径が粒子が球に近いことから、実際の個々の粒子の直

径に近似した値が得られやすいというに過ぎず、その直径自体を意味している

との主張は妥当でない。」（５頁） 

 等の記載から明らかなとおり，審決は，訂正前明細書に平均粒径の定義・意

味，測定方法の特定がない（当然，訂正明細書にもない。）ことを出発点として，

本件訂正により，不活性微粒子を「球状シリカ」，「球状ゼオライト」，「球状架 

橋ポリメチルメタアクリレート」としても，依然として，平均粒径の定義・意

味が定まらないから，発明が明確でなく，実施可能要件も満たさないと判断し

ているものであって，その判断が，訂正後の発明についてなされていることは

明らかである。 

  原告の主張は失当である。 

２【法３６条５項２号違反の判断の誤り】について 

(1) 審決の理由は，要するに，本件発明の球状の不活性微粒子について，代表
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径，平均粒径，粒度分布のいずれも定まらず，平均粒径の定義・意味が定まら

ないから，本件発明は特定を欠く，というものである。 

(2) 平均粒径については，個数平均径，長さ平均径，体積平均径等複数の種類 

があり，当然それらの計算式は異なるものである（甲第４号証，第１２号証，

乙第１号証，第２号証）。 

  ところで，乙第２号証には， 

ア 一辺が７μｍの立方体が４個，６μｍと８μｍの立方体が各３個，５μｍ

と９μｍの立方体が各２個，４μｍと１０μｍの立方体が各１個の合計１６個

の立方体からなる粉粒群について，長さ平均径，面積平均径及び体積（重量）

平均径を基準とした平均粒径が，それぞれ７μｍ，７．１７μｍ，７．３４μ

ｍとなることが図５．２に示されており，また，面積長さ平均径は７．４μｍ，

体面積平均径は７．７μｍとなることも示されている（３０頁）， 

イ「５．１．２粒度測定法 現在，粉体の粒度測定に利用され，市販されて 

いるものを原理的に分類し，測定範囲，測定された粒度の意味などをまとめる

と表５・２のようになる。」（３６頁）として，この表５・２には，光学顕微鏡

及び電子顕微鏡を用いれば，測定粒子径は長さや面積ほか，分布基準は個数分

布となり，コールターカウンター法によれば測定粒子径は球相当径，分布基準

は重量分布，レーザ前方散乱法及び光散乱（ＯＷＬ）によれば測定粒子径は球

相当径，分布基準は体積分布基準となり，それぞれ異なることが記載されてい

る。 

  以上によれば，図５・２に記載された単純な分布モデルに関して平均粒径

を計算しても，長さ，面積あるいは体積のどれを基準とするかで，最大１０％

程度の差があることがわかる（上記図５．２では，粒子の形状は立方体として

図示されている。しかし，球であっても比率が変わらないことは当然である。

また，図５．２は，単純な分布モデルに関するものであり，分布次第では，上

記差がもっと大きくなることも予想されるものである。）。これによると，例え

ば長さ平均径では２．９μｍとなり本件発明の数値範囲に入らないものが，体

面積平均では約３．２μｍとなり，その数値範囲に入るような場合がある。 

  したがって，平均粒径の定義・意味，測定方法を特定しなければ，平均粒

径の意義は明確でない，と認められる。 

  なお，平均粒径の測定方法として，レーザー光回折法，コールターカウン

ター法，重力沈降法等種々の方法があり，かつ，同一の定義の平均粒径を測定

する測定手段間でも，その値が異なることがあることは，甲第１６号証及び第

１７号証の実験報告書において，同じ球相当径についての異なる測定結果が開

示されていることからも裏付けられるところであり，原告が主張するように，

測定方法の違いにより実質的な差異が生じないとは言い切れない。 

 2



別添４ 
 

(3) この平均粒径について，訂正明細書には，例えば以下の記載があるに過ぎ 

ない。 

ア「【００１０】・・・平均粒径が３μｍ未満では滑り性や耐ブロッキング性が

悪化するので好ましくない。逆に１５μｍを越えると外観が悪化するので好ま

しくない。・・・該不活性微粒子は，１種類でもよいし，平均粒径の異なるもの

を２種以上併用してもかまわない。平均粒径の異なるものを２種以上併用する

のが好ましい実施態様である。該不活性微粒子は有機質であっても無機質であ

ってもどちらでもかまわない。また，有機質と無機質の複合体であってもかま

わない。無機質微粒子としては，線状低密度ポリエチレンに不溶性で，かつ不

活性なものであれば特に制限はない。具体的には，シリカ，アルミナ，ジルコ

ニア・・・これらの無機微粒子は天然品，合成品のどちらでもよく，粒子の形

状も特に制限はない。」（３頁～４頁） 

イ「【００１１】・・・架橋高分子粒子の材料としては，例えば，アクリル酸，

メタアクリル酸・・・等のアクリル系単量体，スチレンやアルキル置換スチレ

ン等のスチレン系単量体等と・・・等の架橋性単量体との共重合体；メラミン

系樹脂；ベンゾグアナミン系樹脂；フェノール系樹脂；シリコーン系樹脂等が

挙げられる。・・・該不活性微粒子の形状は特に限定されないが実質的に球状あ

るいはラグビーボール状のものが好ましい。・・・」（４頁）。 

ウ「【００１６】・・・本発明においては，該Ｂ層には平均粒径２～７μｍ 

の不活性微粒子を０．３～１．５重量％含まれる必要がある。平均粒径が２μ

ｍ未満では滑り性や耐ブロッキング性が悪化するので好ましくない。逆に７μ

ｍを越えると外観が悪化するので好ましくない。３～６μｍがより好ましい。」 

  これらの記載には，平均粒径の定義・意味，その測定方法について特定も

されておらず，また，球状の不活性微粒子の具体的な製品名も挙げられていな

い。その他，訂正明細書のどこにも，それらを把握する手掛かりとなる記載は

ない。そうすると，当業者は，訂正明細書に接しても，その平均粒径として示

された値がどのようなものであるか把握できないことになる。 

  もっとも，明記がない場合にどのようなものが採用されるかについて当業 

者間に共通の理解があれば，特定はされているという余地はある。しかし，特

許実務においても，上記の各種の平均粒径や測定方法が実際に使用されており，

それぞれの意義や測定方法が明細書に明記されているのであって（乙第３号証

ないし第８号証，第１１号証），当業者間に上記のような共通の理解があるとは

認められない。なお，原告も，審判手続では本件発明の平均粒径が個数平均径

であるとしていたのに対し，本訴では体積平均径であるとしており，その主張

は一貫していない。 

(4) 以上のとおり，平均粒径の定義・意味，その測定方法如何で，その数値は
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有意に異なってくるものであり，しかも，いずれの定義・意味ないし測定方法

も実際に使用されており，当業者間において，（明記がない場合）どれを使用す

るのが通常であるとの共通の認識があったと認めることもできないのであるか

ら，訂正明細書においても，それについて定義する必要があるというべきであ

る。 

  しかるに，前記のとおり，訂正明細書には，それらを特定する明示の記載 

も，その手掛かりとなる記載もないのであるから，仮に，「球状」の特定の物質

か 

ら成る不活性微粒子と特定することにより，その物質及び代表径の意義（球の

直 

径）が把握できるとしても，なお，特定に欠けることは明らかである。 

(5) 原告は，平均粒径は，本件発明の本質的部分ではないから，その特定は厳 

密でなくてもよい，と主張する。 

  しかし，本件発明の目的は「【発明が解決しようとする課題】本発明の目 

的は，低温熱接着性，耐ブロッキング性に優れ，かつ，剛性の良好な線状低密

度ポ 

リエチレン系複合フィルムを提供することにある」（訂正明細書２頁）のであ 

り，(3)において引用したとおり，平均粒径を一定の範囲のものにすることは，

少な 

くとも耐ブロッキング性を確保するのに必要であるというのであるから，本件

発明 

の本質的部分であることは明らかである。 

  そして，そうである以上，平均粒径が，上記効果を達成できないような数 

値であってはならないのは当然であるから，既に甲第１１号証で開示されてい

る技 

術事項が存在するとしても，訂正明細書において厳密に定められる必要がない

とい 

うことはできない。 

  以上のとおりであるから，審決には，法３６条５項２号の判断の誤りはな 

い。 

３【法３６条４項違反の判断の誤り】について 

(1) ２で述べたとおり，そもそも本件発明において平均粒径の定義を特定でき 

ず，またメーカー名・商品名での特定もない以上，当業者は，どのような平均

粒径 

を持った球状の不活性微粒子を用いればよいのかわからないであるから，本件

発明 
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を実施できないことは明らかである。 

(2) 原告は，本件発明で用いる球状シリカ，球状ゼオライト及び球状架橋ポリ 

メチルメタアクリレートは，いずれも市販品として入手容易なものばかりであ

り，それを用いて実施できる，と主張する。 

  しかし，訂正明細書に，球状の不活性微粒子として，メーカーの公称値が

特許請求の範囲に記載された平均粒径の範囲にあてはまるものであれば，どの

ような製品でも使用できるなどという記載はなく，現実に，そうであると認め

るに足りる証拠もない。平均粒径の定義や測定方法に種々のものがあって，実

際に複数のものが用いられていること，値も有意に異なることは，２で述べた

とおりである。そして，当業者が，本件発明の不活性微粒子の平均粒径の値が

メーカーの公称値であると信じるとも認められない。原告の主張は，失当であ

る。  
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